
女性間ハラスメント被害者の語りとジェンダー規範

1. 問題の所在と目的

1 -1．問題の所在

個人が他の個人や集団との関係の軋礫から、

からかいや嫌がらせなどの「被害」を受けるこ

とは珍しいことではなく、社会生活を営む上で

誰にでも起こりえるものだと考えられている。

しかし一方で、そうした被害は学校での「いじ

め」や職場での「セクシュアルハラスメント」・

「パワーハラスメント」として社会問題となり、

大きな問題として認識されてもいる。そうした

「いじめ」などと表現される加害と被害の関係

のなかで、本研究では一定期間継続する加害と

被害の関係に注目し、そのような関係を指す言

葉としてハラスメントを用いる (I)ヽ ｝また、本稿

ではハラスメントの被害者に焦点を置いてい

る。

ハラスメント被害者に関する先行研究では、

被害者がハラスメントに対処することによっ

て、ハラスメントが解決するのかどうかや、被

害者の長期的な影響と対処の仕方との関係が分

析されている（2)。例えば、城西 (1995)は、ハ

ラスメントを教師や親、友人に相談すること

が、ハラスメントの解決や深刻化を防ぐことに

寄与すると示唆している。対して久保田(2004)

は、ハラスメントの解決を左右するのは、被害

者の対処そのものではなく、被害者の対処を受

けて周囲がどう反応するかに掛かっていること

を明らかにしている。また、森本 (2004) は、

-16 -

山口季音

被害を他人に相談してハラスメントを解決する

よりも、自分で対処しようとする対処の方が、

ハラスメント後に受けるマイナスの影響（イラ

イラしやすくなった、他者からの評価への過敏

な反応など）が少ないことを指摘している。

ところで、児童生徒を対象とした量的調査の

結果では、ハラスメント被害者の対処の仕方に

は、男子の方が女子よりもハラスメントの被害

を相談しない傾向があることが示されている

（森田ほか編1999、62-63頁；深谷1996、140頁；

久保田2004、256-257頁など）。このような結呆

を見ると、ハラスメント被害者の対処の仕方に

はジェンダー規範の影響がみられるのではない

か、と考えることができる。しかし、ハラスメ

ント被害者の対処の仕方に関する研究で、ジェ

ンダーの視点から分析が試みられることはあま

りない。

以前に筆者は、そうした男子の方が女子より

もハラスメントの被害を相談しないという量的

調査の結果に注目し、小学校から高等学校まで

の間にハラスメント経験を有し、被害を相談し

なかった男性の被害者の主観的世界を調査し

た。調査の結果、被害者がハラスメントの被害

を相談しなかったのは、彼らがハラスメントを

「大した問題ではない」と考え、相談するほど

のことではないと考えていたからであったこと

を明らかにした（3)。そして、ハラスメントを「大

した問題ではない」としながらも、一方でハラ

スメントを辛い体験として語っている彼らのハ



ラスメントヘの主観的な意味づけの仕方から、

彼らがハラスメントを「大した問題ではない」

と考えているのは、他人に「弱み」を見せては

いけないとする男性に対するジェンダー規範の

影響を受けているからではないかと指摘した

（山口2009)。

男性に対するジェンダー規範が男性のハラス

メント被害者の、ハラスメントを相談しないと

いう対処の仕方に関わっているとすれば、そう

したジェンダー規範を相対化する視点が、ハラ

スメントの深刻化を防ぐことに有効だと考えら

れる。被害者がハラスメントの被害を相談しな

いということは、ハラスメントを解決するうえ

で男女共通の問題とされているが、このように

ハラスメント被害者の対処の仕方をジェンダー

の視点で見ることで、ハラスメントの解決や深

刻化について男女で異なった側面を見出せると

考えられる。

ただ、ハラスメントを辛いと考えているにも

かかわらず、「大した問題ではない」とし、被

害を誰かに話さないということは、男性に特徴

的なものと考えられるだろうか。女性であって

も、ハラスメントを相談せず一人で解決しよう

とすることは考えられる。こうした関心から、

本稿では女性のハラスメント被害者に着目す

る。

1 -2. 本稿の目的

前述したように、児童生徒を対象とした量的

調査の結果では、女子は男子と比較すればハラ

スメントを人に相談できていることが示されて

いる。例えば、小学校 5年生から中学校 3年生

までを対象としたハラスメントに関する全国的

な質問紙調査では、男子の 4割以上が被害を誰

にも話していないと答えている一方で、被害を

誰にも言わなかったと答えた女子は 2割程度で

ある（森田ほか編1999、62-63頁）ぃ

こうした調査の結果について、女性のハラス
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メント被害者に関する先行研究では、女子には

他人に「弱み」を見せてはいけないといったジ

ェンダー規範がないので、女子は男子と比較す

ればハラスメントの被害を相談しやすいのでは

ないか、と指摘されている。例えば、男子がハ

ラスメントの被害を相談しないことについて、

「男子は女子と比べて気持ちを話すことに慣れ

ていない」（同書、 65頁）ことと、男子には「自

カでなんとかする強さを求められるジェンダー

規範の縛り」（片岡2007、88頁）があるため、

その被害を相談できない傾向があると指摘して

いる 3 一方で、女子が男子に比べてハラスメン

トの被害を相談しやすいのは、「女子は、人に

援助を求めることが自分の面子にかかわるとす

る「男子の文化」（男らしさについての規範）

がないからかもしれない」（深谷1996、141頁）

と指摘する。

これら先行研究の指摘から考えると、ジェン

ダーの視点で見れば、女子は男子に比べればハ

ラスメントに悩んでいるという「弱み」を人に

話すことができているという点で、男子よりも

問題が大きくないように思える。しかし、その

ような相談は積極的なものなのだろうか。女子

の方が男子よりもハラスメントの被害を人に話

しやすいとしても、女子がその被害を人に話す

ことをためらうこともあるだろう。それは女子

同士のハラスメントが、男子と比較して親しい

友人同士で起こりやすいことに関係していると

思われる（女子のハラスメントが親しい友人間

で起こる傾向については、三島2003)。つまり、

親しい友人関係やグループのなかで女子のハラ

スメントは起こっているために、被害者もその

被害を訴えにくくなるのではないか、とも考え

られる。こうした文脈では、女子がハラスメン

トの被害を男子よりも人に話す傾向があるとし

ても、そこには様々な窮藤があると思われる。

しかし、ハラスメントの被害を被害者が人に

話すことができているのか、話すことができて



いないのかに注目して女子生徒間、すなわち女

性間ハラスメント被害者を分析した研究はほと

んどない。そもそも現在日本のハラスメントに

関する研究において、女性間ハラスメント被害

者の主観的世界を詳しく調査した研究はほとん

ど見当たらない。そこで本稿では、アメリカで

R.シモンズが行った女性間ハラスメントについ

ての調壺研究 (Simmons2002 :訳書2003) を

用い、ハラスメントの被害を人に話すことがで

きている被害者と、話すことができていない被

害者の語りをジェンダーの視点から見ること

で、女性間ハラスメント被害者について考察す

ることにした。

2. 研究方法

本稿では、女性間ハラスメント被害者のハラ

スメントヘの対処の仕方を分析する資料とし

て、シモンズの調査研究を用いる（4)。シモンズ

の調壺研究は、調査対象を10代前半の時期に起

こった女子間のトラブルに絞り、アメリカ各地

の10校の学校において女子生徒やその親、教

師、そして成人女性50人に対しても行われた大

規模な調査で、日本でも邦訳されている（邦題

『女の子どうしつて、ややこしい！』草思社、

2003)。また、英語圏の研究において女子の攻

撃性やトラブルを考える際に参考とされている

文献である（例えば、 Bright2005)。

シモンズの調査研究は、ハラスメント被害経

験を有する多くの女子・女性に対してインタビ

ューしており、被害経験者の中心が中産階級出

身の白人女性という偏りは見られるが、女性間

ハラスメントの背景を理解する上で示唆に富

み、女性間ハラスメント被害者とジェンダー規

範との関連を考える際に有効である

シモンズが調壺した被害者の多くが、直接的

な攻撃の被害ではなく、無視や仲間外れ、噂を

流すといった人間関係を用いた攻撃の被害にあ
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っている。シモンズはこれらの行為を「裏攻撃」

と呼んでいる (Simmons2002, p.21 :訳書2003、

23頁）。紹介されている事例に一時的な被害は

なく、長期的な被害であり、本研究でいうハラ

スメントと考えられる。

シモンズの女性間ハラスメント被害者に関す

る分析では、ハラスメントを一人で抱え込んで

いる女子が中心となっていなしたがって、シ

モンズの被害者に関する調査内容とその分析を

概観することで、被害を人に話さない女性間ハ

ラスメント被害者とジェンダー規範との関係を

みることができるだろう。

また、シモンズの分析はハラスメントの被害

を話していない被害者を中心にしているが、シ

モンズの調査した被害者のなかには、被害を人

に話している者も散見される。そのため、シモ

ンズの調在から、女子がハラスメントの被害を

人に話すことができるのはどういう文脈におい

てなのかを検討し、ジェンダーの視点から考察

することができる。

以下では、シモンズの調究研究における被害

を人に話さなかった被害者の語りとその分析か

ら、そうした被害者とジェンダー規範の関係を

検討した後、シモンズの調査における被害を人

に話している女性間ハラスメント被害者の語り

を検討し、なぜハラスメントの被害を相談でき

たのかをジェンダーの視点から考察する。

3. 女性間ハラスメント被害者の語りと

分析

3-1．被害を話さない女性間ハラスメント被

害者

ここでは、シモンズの調査研究における女性

間ハラスメント被害者の語りとその分析を概観

することで、ハラスメントの被害を話していな

い女性間ハラスメント被害者から、どのような

ジェンダーの間題を見ることができるのかを検



討する。

シモンズは、多くの女子や女性にインタビュ

ーした経験から、「人間関係をコントロールで

きなくなった女の子は、それを自分のせいだと

思ってしまう」 (ibid,p.160 :訳書2003、169頁）

といい、女子がハラスメントを受けたことにつ

いて、加害者との関係を悪くしたのは自分の責

任であると、自己にハラスメントの責任を求め

てしまう傾向を指摘している。そして、そのよ

うな女子の傾向を C．ギリガンの女性が男性よ

りも人間関係の維持に重点を置き、孤立を避け

るように社会化されるという議論（ギリガン訳

書1986) に依拠しながら説明している。つまり

シモンズは、女性間ハラスメント被害者が、女

性は人間関係を円滑にしていなければならない

というジェンダー規範の影響を受けていること

を示唆している (Simmons2002, p.30 :訳書

2003、33頁）。

そうした女性間ハラスメント被害者の傾向が

よくみられる語りが、ヴァネッサとステファニ

ーの語りである。

ヴァネッサ（面接時27歳）が受けたハラスメ

ント (ibid, pp.49-56 :訳書、 52-59頁）は、幼

い頃から友人であった加害者から悪口を言わ

れ、中傷され続けるというものだった。特に悪

口は「体重」に関するものが中心だったという。

例えば、ノートを取られ、「デブ (fat)」など

と書かれた。ハラスメントは、 11歳のときから

およそ 1年近く続いた。

ヴァネッサは約 1年に渡るハラスメントに思

い悩んでいたのだが、被害を受けていても、そ

うしたハラスメントを両親に話さなかったこと

を強調している。その理由として、ヴァネッサ

の語りからは 2つあげられている。まず、加害

者との関係がよくないことを両親に指摘されな

いためである。ヴァネッサは、被害を受けてい

ても加害者のことを友人とも考えていた。「自
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分のことは自分で決められる」と考えていたヴ

ァネッサは、両親にハラスメントを話して自分

の考えが間違っていると言われたくなかったと

語っている。次に、母親に対する反発である。

ヴァネッサは特に、「母に相談するなんて絶対

に嫌でした」と母親にハラスメントを話すこと

を拒絶していた。それは、加害者の悪口と同じ

ように、母も「体重を減らしなさい」と被害者

にとって最も痛いところを指摘してきたので、

自らが受けているハラスメントを正当化してい

るような気がしていたからであった。

両親にハラスメントの被害を話すことができ

ないのなら、教師など周囲の他の人に相談はし

なかったのだろうか。前述したが、ヴァネッサ

はハラスメントを受けて辛い思いをしているに

も関わらず、加害者を友人と考えていた。その

ために、被害を受けていても、周囲からは加害

者と友人同士に見えるように振る舞っていたと

いう。なぜなら「他に友達もいなかった」上に、

加害者のグループに入っていることに夢中にな

っていたからだという。ヴァネッサは、「なん

の関係もないくらいなら、いじめられていた方

がマシ」だったとも語っており、たとえ被害を

受けるような関係であったとしても、そこに留

まることを選択している。

こうした事情から、ヴァネッサは、ハラスメ

ントを受けていることを誰かに相談することは

なかったとみられる。では、どのようにハラス

メントに対処しようとしていたのか。彼女は最

終的には、自ら加害者との関わりを断つことで

でき、ハラスメントを解決している。しかし、

それまでの約 1年間は、ハラスメントに抵抗す

ることはなかった。それどころか、自分にハラ

スメントの責任を求めていることがうかがえ

る。それは、もし誰かに被害を話していたら、

という仮定の話のなかでうかがうことができ

る。

ヴァネッサは、もし当時誰かに問題を話して



いたとしたら、相談することは、ハラスメント

の被害とともに、「自分が醜くて最低で、弱虫

でつまらないやつとしか思えないから死にたい

と考えていること」だと、加害者の行為よりも、

自分自身の問題について語っている。そのよう

な状況で、ヴァネッサは、「どうしようもなく

暗い、ひどい毎日だった」とひどく落ち込む毎

日を過ごすことになり、ハラスメントが解決し

た後も、女性との人間関係に不安を感じていた

と語っている。

ハラスメントの責任が自分にあると考え、自

分自身を変えようとすることによってハラスメ

ントに対処しようとしていたのが、ステファニ

ーの事例 (ibid,pp.107-113 :訳書、 111-119頁）

である。ステファニー（面接時29歳）が受けた

ハラスメントは、 15歳のとき、友人である二人

の女子から無視されることから始まった。それ

から、根拠のない噂を流されたり、中傷をされ

たりする被害を受けていた。

ステファニーは、ハラスメントを受けるよう

なことをした覚えがなく、また、加害者とケン

力をしたわけでもなかった。そのため、自分が

何をしたのか周囲に教えてもらおうとしたが、

誰も教えてくれなかったという。どう解決すれ

ばいいのかわからない、辛いハラスメントが数

ヶ月続いても、ステファニーは親に相談するこ

とはなかった。それは、心配をかけたくないと

いう気持ちと、ハラスメントを受けていること

を知られたくないという気持ちからだったとい

う。では、ステファニーはどのようにしてハラ

スメントに対処しようとしていたのか。

それはダイエットを始め、体重を10キロ減ら

すことだった。体重を減らすことで、「すべて

がよくなる」と思っていたという。さらに、ハ

ラスメントを誰にも言わないことで、いま自分

が受けている被害を現実ではないと思い込もう

としていたともいう。そのときの思いを、「う
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まく自分だけの秘密にして、みんなに嫌われて

いると声に出して言わなければ、現実でなくな

るんです」と語っている。

こうした手段でハラスメントを対処しようと

していたステファニーだったが、ハラスメント

は解決することなく、むしろ自信や自尊心を失

っていったという。そして、なぜハラスメント

を受けるのか理由がわからないため、すべて自

分のせいだろうと、思ったことをなんでも言う

習慣がいけなかったのだろうと考えるようにな

っていった。

ハラスメントはステファニーが転校すること

で終わったという。新しい学校ではすぐに友人

ができ、何の問題もなかったというが、ハラス

メントを受けることで生まれた警戒心は解けな

かったという。

こうした語りにみられるように、 2人は被害

を受けていたとき、ハラスメントを人に相談し

ていない。シモンズは、ハラスメントの被害を

人に話さないということとジェンダー規範との

関係について、ハラスメントは「どの子どもに

とっても屈辱的な経験」 (ibid, pp.239 :訳書、

241頁）であると述べて言及していない。しか

し、女性間ハラスメント被害者たちがハラスメ

ントを相談することをためらう要因を検討する

と、そこにジェンダー規範の影響を読み取るこ

とができると考えられる。

シモンズの調査研究における女性間ハラスメ

ント被害者の語りからは、ハラスメントを人に

話すことをためらう要因として、ハラスメント

の責任が加害者だけではなく、むしろ自分にも

あると考えていることがうかがえる。もちろ

ん、彼女たちはハラスメントの責任の全てが自

分にあると考えているわけではない。彼女たち

が被害を相談しない理由は一つだけということ

はなく、他人に心配をかけたくないという配慮

や、シモンズが指摘するようにハラスメントが



屈辱的な経験なので話したくないということ、

そして親に対する反発心から相談しなかったこ

となどもあるだろう。

しかし、最終的に彼女たちはハラスメントを

受けていることを、人間関係がうまくいかなか

った自分のせいだと考え、自身を責めている

そして、加害者に抵抗するよりも、そのままハ

ラスメントに留まっている。被害を受けながら

も、加害者のことをまだ友人と考え、加害者の

行為を否定するよりも、むしろ自分に責任に求

めているヴァネッサの語りからは、ハラスメン

トを相談しない理由として、ハラスメントを受

ける責任が自分にある、と考えていることがう

かがえる。ステファニーも同様に、ハラスメン

トが解決しないことを自分の責任と考えてい

た。

では、ハラスメントの責任が自分にあると感

じ、被害を相談せずにハラスメントに留まって

いる女性間ハラスメント被害者の語りを、ジェ

ンダーの視点からどのように考察することがで

きるだろうか。多賀太は江原由美子のジェンダ

ー規範に関する議論を参考に、シモンズの知見

をまとめ、女性間ハラスメント被害者と女性に

人間関係の良好さを期待するジェンダー規範と

の関係を指摘している（多賀2007、181-183)(S)。

江原は、「性別分業」のジェンダー規範は単

に男女で異なる役割を割り当てているわけでは

なく、男性に「活動の主体」としての位置を、

女性に「活動を行っている者を支える役回り」

としての位置を与える傾向があると指摘し、そ

うだとすれば、そのことは女性の「活動」を「他

人の活動の影」にするという（江原2001、131-

132頁）。こうした文脈では、女性は争いを避け、

他人との人間関係を良好にしていることを期待

され、「他者の活動を手助けする存在」（同書、

130頁）として位置づけられる。

このように現在支配的なジェンダー規範のも

とで、女性が人間関係を円滑にしていることが
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期待されているため、女性はハラスメントに抵

抗した結果、集団から孤立することで、女性に

対するジェンダー規範から逸脱しているという

不安を感じることになる。そのために、女子は

ハラスメントに抵抗して集団から孤立するより

も、ハラスメントに留まることを選択するので

はないか、と指摘されている（多賀2007、182

頁）。こうした女性に対するジェンダー規範が、

女性間ハラスメント被害者が被害を相談せず、

ハラスメントに留まる要因の一つではないかと

考えられるのである。

このように考えると、女性間ハラスメント被

害者が、ハラスメントの責任が自分にあると考

えてハラスメントを相談しないことに、ジェン

ダー規範の影響を読み取ることができる。とい

うのも、ハラスメントの被害を受けているにも

関わらず、ハラスメントに留まろうとするのな

らば、たとえ加害者に責任の大半があるとして

も、加害者に対して反発心を抱いていては加害

者との関係を継続することは難しいと考えられ

るからである。こうした感情を抑えるために、

被害を相談しない女性間ハラスメント被害者

は、ハラスメントの責任が自分にあると考えて

いるのではないか、と考えられる。

このように、シモンズの調査した、ハラスメ

ントの被害を相談していない女性間ハラスメン

ト被害者の語りをジェンダーの視点から分析す

ると、人間関係を良好に維持し、孤立を避ける

べきだと女性に期待するジェンダー規範の影響

をうかがうことができる。

3 -2. 被害を話している女性間ハラスメント

被害者

シモンズは、多くの女子たちはハラスメント

の被害者になっても、その被害を親に話さない

という (Simmons2002, p.239 :訳書2003、241

頁）。しかし、シモンズが調査した被害者のな

かには、数こそ多くないが、ハラスメントの解



決には至らなくても親が被害を知っている者は

いるし、親ではなく他の女子や教師にハラスメ

ントを話している者もいる c

そうした女性間ハラスメント被害者が、なぜ

被害を人に話すことができたのか、ということ

に着目して被害者の語りを検討した結果、被害

を誰かに話している女性間ハラスメント被害者

からは、泣いている姿や落ち込んでいる姿を周

囲に見せることで、周囲がハラスメントに気づ

き、結果的に被害を話せていることがうかがえ

た。また、同じようにハラスメントを受ける人

に対して被害を語している者もいた。

ジェニー（面接時32歳）は、 11歳から12歳の

頃、転校してきた学校で、主に 2人の加害者か

ら悪口を言われ中傷されたり、廊下で体当たり

をされたりするハラスメントを受けていたぃハ

ラスメントは、最終的に校長ヘハラスメントを

訴えたことで解決するが、ジェニーは数ヶ月の

間、ハラスメントに耐えている。そんななかで、

親や教師に相談することはなかったという。特

に親に、そのように嫌われていることを話すこ

とはできなかったと、「もし両親から何かあっ

たのか聞かれても、別に、と答えていたでしょ

うね」と語っている。

しかし、ジェニーはハラスメントの悩みを誰

にも話さず、一人で抱えていたわけではないよ

うである。それは、ハラスメントを受けている

間の「ささやかな慰め」として、一学年上の従

姉がよくグループに誘ってくれたことをあげて

いることからわかる。それによってハラスメン

トが解決したわけではないが、ジェニーの従姉

はハラスメントを受けて「ひとりきり」の彼女

の様子を気の毒に思い、誘ってくれたという

(ibid, pp.25-20 :訳書、 27-32頁）で

エリン（面接時10代後半）が受けたハラスメ

ントは、周囲の女子からの無視や仲間外れだっ

た。エリンのインタビューには、彼女の母親の
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言葉も紹介されており、母親はエリンが受けて

いたハラスメントを知っていた。母親がエリン

の受けているハラスメントを知るきっかけは、

エリンが毎晩手をつけられないほど泣いている

のを目の当たりにしていたからであった (ibid,

pp.94-96:訳書、 97-99頁）。

アニー（面接時14歳）も、ハラスメントを親

が知っており、一緒にインタビューを受けてい

る。アニーの受けていたハラスメントを彼女の

母親が知った理由は、一緒に掃除していたアニ

ーのロッカーから、加害者からの大量の嫌がら

せの手紙が出てきたからだった。また、ハラス

メントの悩みで泣いている姿も、家族がハラス

メントを知る理由であったことがうかがえる

(ibid, pp.56-62 :訳書、 60-65頁）。

ナタリー（面接時13歳）は、昔からの友人に

嘘をつかれたり、悪口を言われて中傷されたり

するハラスメントを受けていたが、そのことを

親には話していないという c ナタリーはハラス

メントを受けたことによって、「もう誰にも何

も話せない」と人間関係に不安を感じていた。

しかし、同じようにハラスメントを受ける女子

を助けるという形で、自分が受けていたハラス

メントを話すことができている (ibid, pp.62-

66:訳書、 66-69頁）。

このように、ハラスメントの被害を相談でき

ている女性間ハラスメント被害者は、直接助け

を求めるというようなやり方で被害を相談して

いるわけではないが、周囲にハラスメントの被

害を受けていることがわかるような間接的な形

で、被害を人に打ち明けられていることがわか

った。

こうした女性間ハラスメント被害者たちの語

りからうかがえるのは、彼女たちがハラスメン

トを「辛い」と思っていることがわかるような

「弱み」を、他人に見せまいとしているわけで

はないことである。もちろん、被害者たちは積



極的にハラスメントの被害を話していたわけで

はない。例えば、ジェニーは加害者に嫌われて

いることを親に話すことはできなかったと語っ

ているし、ナタリーも親には話していないと語

っている。また、相手に嫌われていることを親

に話したくないと、人間関係を良好に維持する

ことを女性に期待するジェンダー規範の影響を

うかがわせる者もいる。

しかし、女性間ハラスメント被害者の語りか

らは、様々な理由からハラスメントを受けてい

ることを周囲に隠したいと考えていても、泣い

ている姿、落ち込んでいる姿という「弱み」を

見せ、被害を他人が知ることで、結果的にハラ

スメントの悩みを人に話せていることが読み取

れる。また、自分と同じようなハラスメントを

受けている被害者を助けるために、ハラスメン

トの被害を話している者もいた。こうした被害

者からは、同じ被害を受けている者に被害を話

すことで、加害者との関係とは別の人間関係を

構築することになり、ハラスメントのダメージ

を緩和しようとしていることが読み取れる。

女性間ハラスメント被害者とジェンダー規範

に関する先行研究では、児童生徒を対象とする

量的調査の結果から、女子が男子と比較してハ

ラスメントの被害を人に話すことができる傾向

があるのは、現在支配的なジェンダー規範のも

とで、女性には他人に「弱み」を見せてはいけ

ないとするような規範がないからだと指摘され

ていた。

では、現在支配的なジェンダー規範のもと

で、なぜ女性は男性と比較して、ハラスメント

を相談しやすいと考えられるのだろうか。それ

は、男性を「優位」に位置づけ、女性を「劣位」

に位置づける「男性優位」のジェンダー規範と

関係している。「女性に対する男性の優位」を

基本構造とする社会では、「男性性／女性性」

の二項対立は「優位／劣位」の二項対立に読み

替えられる（多賀2006、22-23頁）。したがって、
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他者よりも優位であることが「男らしさ」と見

なされ、他者よりも劣位に位置づけられること

は、「男らしくない」とみなされることになる

（多賀2007、172頁）。こうした「男性優位」の

ジェンダー規範のもとでは、男性は他人より優

位であることを求められるため、ハラスメント

の被害を受けているといった「弱み」を相談し

にくくなるのではないかと考えられる。一方

で、女性は「劣位」に位置づけられており、被

害に耐えるような「強さ」を求められることは

ないため、ハラスメントを受け、その悩みを誰

かに話したとしても「女らしさ」の規範から逸

脱することにはならず、ハラスメントの悩みを

一人で抱え込むことは、男性と比べて少ないの

ではないかと考えられるのである（同書、 182

頁）。

このように、シモンズの調査研究における被

害を相談できている女性間ハラスメント被害者

の語りを考察した結果、女性間ハラスメント被

害者は積極的な形ではないにしても、先行研究

で指摘されているように何らかの「弱み」を周

囲に見せることで、結果的にハラスメントの被

害を人に話せていることを読み取ることができ

た。シモンズの調査した女性間ハラスメント被

害者におけるそうした「弱み」とは、泣いてい

る姿や落ち込んでいる姿といった、ハラスメン

トを「辛い」と感じている様子であった。

3 -3.結論

本稿では、シモンズの調査研究における、ハ

ラスメントの被害を人に話していない被害者と

話している被害者に注目して、女性間ハラスメ

ント被害者の語りを検討した。そして、それら

の語りから、女性間ハラスメント被害者とジェ

ンダー規範との関連を分析した。

まず、シモンズの分析は、ハラスメントを相

談していない被害者に関するものだった。シモ

ンズの調査研究における被害を話していない女



性間ハラスメント被害者の語りからは、被害者

がハラスメントの責任を自分にもあると考え、

被害を受けているにも関わらず、ハラスメント

に留まっていることがうかがえた。

シモンズの女性間ハラスメント被害者に関す

る分析を踏まえると、女性間ハラスメント被害

者がハラスメントの責任が自分にもあると考え

て被害を人に話さないのは、被害者が、女性は

人間関係を円滑にしていなければならないとい

ったジェンダー規範の影響を受け、人間関係が

うまくいっていないことを周囲から隠そうとし

ているからではないか、と考えられる。そして、

ハラスメントに留まるため、加害者に対して抵

抗する気持ちを抑えようと、ハラスメントの責

任を自分にあるとしているのではないか、とい

うことが読み取れた。

次に、女子がハラスメントの被害を人に話す

ことができるのはどのような文脈においてなの

かという、シモンズの視点とは異なる視点で女

性ハラスメント被害者の語りを検討した。その

結果、女性間ハラスメント被害者がハラスメン

トの被害を人に話すことができているのは、何

らかの「弱み」、例えば落ち込んでいる姿や、

泣いている姿を人に見せることによって、被害

者が自分の受けている辛さを周囲に伝え、その

結果人に話すことができているということがわ

かった。

現在支配的なジェンダー規範のもとでは、女

子は男子に比べればハラスメントの被害を相談

しやすいことが指摘されている。シモンズの調

査研究における、ハラスメントの被害を人に話

すことができている女性間ハラスメント被害者

は、周囲に「弱み」を見せることによって、ハ

ラスメントの被害を人に伝えることができてい

た。そうした被害者の語りからは、積極的に被

害を話しているわけではないにしても、彼女た

ちがハラスメントの被害や、ハラスメントを受

けて落ち込んでいる姿といった「弱み」を他人
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に見せまいとしているわけではないことがうか

がえた。

4. 考察

最後に、本稿で得た結論から、以前に筆者が

調査した男性のハラスメント被害者の、ハラス

メントを「大した問題ではない」と解釈し、被

害を人に話さないということが、男性に特徴的

と考えられるかどうかを仮説的に考察し、女子

よりも男子の方がハラスメントの被害を相談し

ないという量的調査の背景をジェンダーの視点

から考えてみたい。

ハラスメント被害者の対処の仕方に関する研

究では、相談するという対処の仕方に男女差が

あることを指摘するに留まっていた。しかし、

ジェンダーの視点からハラスメント被害者の対

処の仕方を考察することは、ハラスメント被害

者の問題をより理解するために有効だと考えら

れる。

こうした関心から、以前に筆者は小学校から

高等学校までの期間にハラスメント被害経験を

有し、その被害を相談することのなかった男性

の被害者の、ハラスメントヘの主観的な意味づ

けの仕方をインタビュー調査した。彼らが被害

を誰かに話すことがなかったのは、ハラスメン

トが「大した問題ではない」ので、人に話すほ

どのことではないと考えていたからであった。

例えばある被害者は、加害者に会うたびに殴打

されることを、毎日ではないので、自分が我慢

すればいい問題であり、誰かに話すほどではな

いと語っていた。しかし一方で、彼らはそのよ

うなハラスメントの経験を、辛い経験としても

語っていた。（山口2009)。

他者よりも優位であることが「男らしさ」と

みなされ、他者よりも劣位に位置づけられるこ

とが「男らしくない」とみなされることになる

「男性優位」のジェンダー規範のもとでは、男



性はハラスメントの悩みを人に打ち明けられ

ず、一人で抱えがちになる。一方で、女性は、

こうした「男性優位」のジェンダー規範のもと

では「劣位」に位置づけられるため、ハラスメ

ントの被害を他人に相談することは「女らしさ」

の規範から逸脱することではなく、男性と比べ

れば、ハラスメントの悩みを一人で抱え込むこ

とは少ないのではないか、と考えられる（多賀

2007、182頁）。

もちろん、女性でもハラスメントの被害を人

に話さない者もいるだろう。しかし、シモンズ

の女性間ハラスメント被害者に関する分析を参

考にすると、ハラスメントを相談しない場合で

あっても、男性と女性で、ハラスメントを相談

しない理由にジェンダー規範による違いがみら

れるのではないか、と考えることができる。

女性間ハラスメント被害者が被害を人に話さ

ない場合、次のように考えられる。女性が「他

者の活動を手助けする存在」（江原2001、130頁）

として争いを避け、人間関係を円滑にしている

ことが期待されているため、ハラスメントに抵

抗した結果、集団から孤立することは女性に対

するジェンダー規範から逸脱している不安を感

じることになる（多賀2007、182頁）。こうした

文脈では、女性間ハラスメント被害者は、集団

から孤立することを避けるため、加害者に抵抗

しにくくなると考えられる。

シモンズが調査した、被害を話さなかった女

性間ハラスメント被害者の、ハラスメントの責

任が自分にもあると考え、加害者に抵抗するよ

りもハラスメントに留まっている様子からは、

女性は人間関係を円滑していなければならない

というジェンダー規範の影響を受けていること

が読み取れる。つまり、女性間ハラスメント被

害者の場合、女性に人間関係の良好さを期待す

るジェンダー規範のもと、人間関係がうまくい

っていないことを周囲に気づかれないために、

被害を人に話すことをためらっているのではな
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いか。そして、加害者に対して抵抗する気持ち

を抱えていてはハラスメントに留まることは困

難なために、責任が自分にあるとしているので

はないかと考えられる。

男性のハラスメント被害者の場合、ハラスメ

ントの被害を人に相談しないとき、「男性優位」

のジェンダー規範のもとで、ハラスメントを個

人で解決しなければならないものとし、他人に

「弱み」を見せないためにハラスメントを「大

した問題ではない」と考え、被害を人に打ち明

けないのではないか、と考えられる。

このように、ハラスメントを人に打ち明けな

い場合でも、男女でこうしたジェンダー規範に

よる理由の違いがあると考えられる。

また、シモンズの調査研究における、被害を

話している女性間ハラスメント被害者からは、

被害を人に打ち明けることをためらいつつも、

何らかの「弱み」を見せることで被害を周囲に

知らせることができていることがうかがえた。

たしかに、ハラスメントの被害を他人に話すこ

とは、人間関係がうまくいっていないことを知

られることになる。しかし、被害を相談するこ

とは、女性に期待されるジェンダー規範から必

ずしも逸脱することではないと思われる。なぜ

なら悩みを誰かに相談することは、相談できる

相手がいるというように、良好な人間関係を示

し、孤立することを避けることにもなるからで

ある。

一方で、「男性優位」のジェンダー規範のも

とで、相手に「弱み」を見せられない男性の場

合、ハラスメントが辛いものであっても、「辛

い」と考えていることを周囲に気づかれること

も「弱み」を見せたことになってしまう。こう

した文脈では、女性はハラスメントによって辛

い思いをしていること自体を否定することはな

いため、悩みを人に打ち明けやすく、一方で男

性は、ハラスメントを辛い思いをするほど大き

な問題と感じていることも隠そうとするのでは



ないかと考えられる。そのために、男性はハラ

スメントを「大した問題ではない」と解釈する

のではないか、と考えられる。

もしそうであるならば、筆者が調査した男性

のハラスメント被害者が、ハラスメントを「大

した問題ではない」と解釈し、ハラスメントの

被害を相談しないということは、男性により特

徴的なことと言うことができるだろう。男子の

方が女子よりもハラスメントの被害を相談しな

ぃ、という量的調査の背景には、男性に他者よ

りも優位であるように求める「男性優位」のジ

ェンダー規範の影響があると考えられる。こう

した文脈では、そのようなジェンダー規範を相

対化する視点を浸透させることで、男性のハラ

スメント被害者がハラスメントの被害を相談

し、被害の深刻化を防ぐことに寄与すると考え

られる。

また、女子が男子よりもハラスメントの被害

を相談しやすい傾向があるとしても、被害を相

談することをためらう女性のハラスメント被害

者も少なくない。ハラスメントを解決するうえ

で、ハラスメントの被害を訴えないということ

は男女で共通の問題である。シモンズの調査研

究でみられるように、女性間ハラスメント被害

者が、女性に対して人間関係の良好さを期待す

るジェンダー規範の影響を受け、人間関係を維

持し孤立を避けるためにハラスメントの被害を

相談することをためらうのだとすれば、現在支

配的なジェンダー規範は女性のハラスメント被

害者の被害が深刻化することにも関係している

と考えられる。前述したように、ハラスメント

の被害を相談することは、女性に期待されるジ

ェンダー規範からの逸脱を意味するわけではな

いと考えられる。しかし一方で、女性のハラス

メント被害者は、女性に対して人間関係の良好

さを期待するジェンダー規範のもとで、被害を

相談することによって人間関係がうまくいって

いないことを知られることや、ハラスメントを
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訴えることで集団から孤立する可能性、そして

他人に心配をかけられないといった人間関係へ

の配慮からハラスメントを相談することに葛藤

を抱え、相談をためらうことになると考えられ

る。

こうした文脈によれば、ジェンダー規範を相

対化する視点を浸透させることは、男性だけで

はなく女性のハラスメント被害者の被害が深刻

化することを避けることに寄与すると考えられ

るだろう。これまでハラスメント被害者の対処

の仕方に関する研究では、ハラスメントの相談

に関する統計上の男女差から、ジェンダー規範

の影響が指摘されているのみであった。しか

し、ジェンダーの視点から個々の事例を分析す

ることで、ハラスメントの問題の背景をより理

解することが可能となるだろう。

（注）

(1)本研究では継続的な加害と被害の関係のみ

を考察の対象としており、一時的な加害と

被害の関係は考察の対象としていない。な

ぜなら本研究の関心が、継続的な被害を受

けているにも関わらず、被害を相談するこ

とを悩む被害者の主観的世界にあるからで

ある。こうした関係は「いじめ」と表現さ

れることも多いが、何が「いじめ」である

のかは被害が一時的であれ継続的であれ、

被害者がそれを「いじめ」と考えるかどう

かによっている（森田・清永1994、41頁）。

一方、ハラスメントの定義では、被害の継

続性が強調されることが多い（例えば、イ

ルゴイエンヌ訳書1999、21頁；岡田2004、

19頁）。よって本発表では「いじめ」では

なく、ハラスメントという用語を用いるこ

とにした。ハラスメントは様々な領域で起

こるものであるが、本稿では学校教育の段

階で起こるハラスメントの分析を行う。



(2)ハラスメント被害者に関する研究は、被害

者の対処の仕方とその後の長期的な影響以

外にも、例えば、被害者（および加害者）

の個人的な特徴を指摘し、そこから対応策

を考えることでハラスメント解決を目指す

もの（詫摩1984)や、被害者の語りから「い

じめ自殺」の言説を分析したもの（間山

2002)など多岐に広がっているが、本稿で

は、被害者がハラスメントヘの対処として

被害を相談することとジェンダー規範との

関係に注目するため、ハラスメント被害者

の対処の仕方に関する先行研究に焦点を置

いている。

(3) 2008年 1月から 9月までの調査期間で、男

性のハラスメント被害経験者 9名にインタ

ビューを行った。調査対象者は、 21-30歳

の青年である。

(4)本稿では、シモンズの文献の訳文は邦訳書

に依拠しているが、原著も参考にしている

ため、訳文は必ずしも邦訳書と同じではな

し‘°
(5) 多賀は、ジェンダー規範に関する議論を整

理し、ジェンダー規範の主要なパターンを

3点指摘している。それらは、「性別分業」

の規範、「異性愛」の規範、「男性優位」の

規範である（多賀2007、171-172頁）。
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